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第 14回介護事業経営調査委員会（平成 27年 11月 16日）における主な議論について 

（議事の概要を事務局が取りまとめたもの） 

 

 

１． 介護事業経営実態調査等の見直しについて 

 

論点１ 調査対象期間等 

 

・まずは調査の目的を明確にする必要がある。概況調査は改定前後の影響を把握し、実

態調査は改定に向けて直近１年分の収支等の状況を把握するということか。 

 

・医療と比べ、介護は報酬改定に対する事業者の対応が遅い。改定当初は様子を見なが

ら徐々に改定に対応している事業者が多いので、改定前後の比較が必ずしも改定の影

響を正確に表すものではないことに留意すべきである。 

 

・居宅系のサービスは、報酬改定により利用者数等が増減するなど、サービス量の変化

が大きくなるケースもあると思われるので、そうしたことを考慮できるような調査に

すべきである。 

 

・概況調査と実態調査について、同一の事業所を対象とすることや、実態調査で３年分

の収支を把握することは、記入者負担の増加や有効回答率の低下が懸念されることを

十分考慮すべきである。 

 

論点２ キャッシュフローの把握 

 

・借入金を何年で返済する予定で借りているか、同じ金額でも 20 年返済か 30 年返済か

で返済額は全然違う。これは経営判断の問題であり、単年で不足しているからといっ

て介護報酬で手当てすべきものではないのではないか。 

 

・借入金の返済を調査項目に入れる場合、借入金の返済が終了したところは「０」と記

載してもらうべき。返済が終了したところを未記入とすると、借入金の残高があるも

ののみが集計され、調査結果が借りている方に偏ることになるのではないか。 

 

・これまでの議論で様々な問題があると感じた。老健事業等で調査して、経営実態調査

に反映すべきとなった時点で反映することとしてはどうか。 
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・経営実態調査は報酬改定のための調査という認識が事業者にあるので、調査項目に追

加すると、報酬改定に影響があると期待される。報酬改定に影響するものではなく、

経営リスクを把握するためのものであるということを明確にしておくべきではないか。 

 

・事務局の提案は分科会の意見に配慮したものと理解するが、どうしても把握しなけれ

ばならないのであれば、参考調査項目としてはどうか。 

 

・キャッシュフローを把握するための調査なら、キャッシュインとキャッシュアウトを

調査すべき。別の名称にしないとキャッシュフローではないと指摘されるのではない

か。 

 

論点３ 収支等における介護報酬以外のものの取扱い 

 

・費用の適切な按分方法について調査研究を行うことを検討するという事務局提案でよ

いのではないか。 

 

論点４ その他 

 

・平成 27年度から全ての社会福祉法人が新会計基準に移行していることも踏まえ、事務

局提案でよいのではないか。 

 

・事業者側としては、税引き前の収支差率で利益が過大に見え、介護報酬が下げられた

という気持ちがあるので、税引き前と税引き後の収支差率を記載して欲しいという声

が強い。税引き後に変更するということでなく、追加で税引き後の収支差率を記載す

るということか。 

 

・税引き後の数値を算出する際に用いている法人税等の按分方法は、収入比率による按

分であるが、この場合、赤字の事業所にも法人税が含まれていることには留意が必要

である。 

 

・税引き後の数値も示したいということであれば、参考値として記載すべきではないか。 
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２．介護サービスに関する消費税の取扱い等について 

 

・８％引き上げ時における介護報酬改定では、全ての項目に一律、機械的に介護報酬を

上乗せしている。こうした意味では医療と比べ、補てんはできていると認識している。

前回同様の対応でよいのではないか。 

 

・医療と異なり、介護ではサービスごとに報酬上手当てしているので、益税・損税が極

めて起きにくいという共通認識があってもよいのではないか。 

 

・概況調査の結果を用いて分析をするということだが、概況調査自体の集計・分析に加

え、その結果から個々の事業所における収入、費用における報酬の補填状況を把握す

るということはスケジュール的にも難しいということか。 


